奈半利児童クラブ「みんなのおうち」のしおり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈半利町教育委員会

１．事業の趣旨
    保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校児童を対象に、遊びを主とした集団生  活を通じ、子どもの健全育成を図る。

２．入会手続きについて
    入会を希望される方は、次の要領で入会申込書を提出してください。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注）定員オーバーの時は選考します
    ○ 受付期間             随時
    ○ 申し込み提出先       奈半利町乙1297番地2
                            奈半利町教育委員会     電話  0887-38-8188
    ○ 入所決定             随時
    ○ その他               退所する場合は「退所届」、長期休会する場合は「長期休会届」を事前に提出していただく必要があります。　　　　　　　　　　　　 　なお、前年度から引き続き利用される場合でも、新年度に
は再度入会申込書の提出が必要です。
入会申込書の内容に変更が生じた場合は、必ず教育委員会までその旨連絡をお願いします。
３．開催要領
    運    営    　奈半利町教育委員会
    開催場所      奈半利町乙1779番1
                  子育て支援拠点施設「みんなのおうち」
    定    員      登録児童数概ね１０人以上４０人以下
    対　　象　　　小学1年生から6年生まで
開設期間      ４月１日から３月３１日まで
    休 会 日        ・日曜日及び国民の祝祭日
                    ・８月１３日から１６日まで
                    ・１２月２９日から翌年１月３日まで
                    ・その他事前に通知した日
    開設時間       下校時（午後２時）から午後６時まで。
                   長期休暇時は、午前８時３０分から午後６時まで　　　　　　　
（都合により変更する場合があります。）


４．指導方針
    心なごむ雰囲気の中で、情緒の安定を図り、一人ひとりの個性を伸ばしながら生活習  慣を身につけさせ、遊びや集団生活を通して豊かな情操や自主性、創造性、社会性のあ  る子どもを育てる。
５．児童クラブの一日
    下 校 時      あいさつ         ・健康状態等のチェック
                  連絡帳提出       ・連絡事項の確認
                  学    習         ・自主的な習慣づけ
                  自由遊び         ・集団を中心とした活動
                  掃除片付け       ・当番が掃除をする
                  集団遊び         ・集団活動等
                  帰りの会         ・一日の反省
                                   ・帰宅準備
                                   ・連絡・注意事項の伝達等
                                   ・安全指導（帰宅時の配慮）
    １８：００   あいさつ          ・解散

６．児童クラブでの生活について
    ① 児童クラブでの学習について
       児童クラブは、児童の生活指導を通じて健全な生活指導や社会性をつけることを      目的としています。このため、学校から帰ってきたら毎日の宿題程度は終わらせる      習慣づけをしています。ご家庭でも必ず宿題等に目を通してあげてください。

    ② 児童クラブと家庭との連絡について
       毎日の連絡については児童クラブが準備した「連絡帳」で行いますが、急を要する場合は、電話等で行います。
　　　 当日になって急きょ欠席をする場合は、必ずその旨を児童クラブまでご連絡ください。
      ※連絡を密にするため「連絡帳」に目を通すようにしてください。また、必要に応
じて家庭からの連絡もご記入ください。

    ③ 保護者会について
       児童クラブの運営について、保護者の皆さんと共に考え、協力していただくため      に保護者会を開くことがありますので、必ず出席してください。また、野外活動      等において保護者の皆さんのご協力を求めることがありますので、よろしくお願い      します。

    ④ 児童クラブでの事故について
       入会されるお子様には傷害保険（年間800円）に加入していただきます。日常、事故のないよう万全の注意を払っていますが、万一事故が発生した場合は、医療費は保護者様の負担になりますのでご了解をお願い致します。
　　　※傷害保険代金（800円）は入会決定通知を受理後、速やかに教育委員会にご持参いただきますようお願いします。加入手続きに時間がかかるため、保険代金をお支払いいただいた翌日から児童クラブをご利用いただけます。なお、午後３時以降にお支払いただいた場合は、翌々日からのご利用となります。

    ⑤ 交通安全について
       児童クラブの行き帰りの交通事故を防ぐために、交通安全についての指導はいた      しますが、ご家庭でも特にご指導いただきたくお願いします。
　　　※新入学児童につきましては、児童クラブへの道のりを覚えてもらうことや、初期の安全教育のため、数日間指導員が学校へ迎えに行きます。

    ⑥ 緊急時の帰宅方法について
       台風等災害時には、以下の方法で児童を帰宅させます。
       ・学校が一斉下校の場合、児童クラブは休みとします。
       ・児童クラブの開催中は、奈半利町教育委員会の判断により通知します。

    ⑦ 学校給食のないとき
       必ずお弁当を持たせてください。お金を持たせて買いに行かせることは絶対にさ      けてください。

    ⑧ 児童クラブの運営を円滑にするために
       児童クラブは単に子守りをするだけの目的で開設しているのではありません。児      童の健全育成のために学校・家庭・児童クラブの三者の連携が必要です。保護者の      皆さんのご協力をお願いいたします。

７．保護者の負担金について
    保護者負担金は、児童一人あたり月額 １，５００ 円です。ただし８月は３，０００円とします。
    この事業の一部を負担していただくものであって、滞納が生じますと、この事業の運営に支障が生じますのでご留意ください。
    
    ○滞納が生じた場合
        １ヶ月以上の滞納が生じた場合は、特別な理由を除き、退所という処置をとらせ      ていただきます。
    
○減額または免除（減免）について
        １．下記に該当する方は、保護者負担が減免されます。
          ①  該当年度に生活保護法の規定による保護を受けている世帯及び生活保護に準ずる者と認定された世帯。
　　　　　　  負担金の全額を免除する。
          ②  当該年度に納付すべき市町村民税の所得割額が非課税となる障害者、未　　　　　　  成年者、老年者又は寡婦世帯。
負担金の２５％を減額する。
          ③  当該年度に納付すべき市町村民税の所得割額が非課税となる世帯であっ　　　　　　　て、前②に規定する以外の世帯。
負担金の２０％を減額する。
          ④  その他、特別の事情により（災害等）教育委員会が特に必要と認める世帯。　　　　　　　　　　　　　
③に準ずる。
        ２．申請方法
           「保護者負担金減免申請書」に必要事項を記載し、児童クラブに提出して　　　　　　　ください。
　　　　　　上の②、③に該当する方は、市町村民税額の確定が６月ということもあり、確定するまでは通常の負担金でお支払いいただき、確定してから調整した負担金の納付書（後日送付）によりお支払いいただくこともあります。

        ３．申請時期
[bookmark: _GoBack]           「保護者負担金減免申請書」は４月当初から入会している場合は６月末日ま          でに、また年度途中に入会された場合は速やかに提出してください。
    ※  なお、減免申請書についても毎年提出が必要です。

８．その他留意事項について
　　　新規入会時に児童クラブへ持ってきてもらうものは特にありませんが、日常生活す
　　るうえで必要なもの（例：トイレがまだ上手にできず、度々下着を替えている場合は、
替えの下着　など）は持参してください。
　その他、必要に応じて児童クラブ指導員から持って来てもらいたいものをお知らせ
します。
　　　また、児童クラブでは、教育委員会が集める保護者負担金の他に、月２，０００円
程度のおやつ代を集めています。詳しくは児童クラブ指導員にお聞きください。
